
2021年1月15日公表

メディア労連

2021年2月17日

2021年2月24日

要求内容

グループ内受託企業や協力会社等への「しわ寄せ」とならないよう、グループ全体で業務量と業務内容を見
直す。

働きの価値に見合った賃金の実現に向けて、合同労組に加盟している組合員の賃金実態を把握していく

加盟各団体の経営環境を踏まえつつ、産別内での「底上げ・底支え」「格差是正」にこだわる。さらにコロナ禍
により減額となった賞与分などを年収ベースで回復させる。そして賃金カーブを維持したうえで、月例賃金の
引き上げを重視する賃金改善を求めていく。

定昇相当分（賃金カーブ相当分）２％＋賃上げ２％程度＝４％程度

連合の賃金実態をものさしとし、その水準の到達プラスαの賃金引き上げを求める

全ての時給労働者は1,100円超となるよう賃金改善を要求する。請負契約などその他の契約労働者は契約
実態を踏まえて要求する。

職場における男女間賃金格差の実態把握のために賃金データの調査・集約を進める。

賃金総体を引き上げるために賃金の基礎である初任給の引き上げに取り組む。

一時金は企業環境をふまえつつ、昨年実績以上を目指す。コロナ禍により業績が落ち込んでいる組織にお
いては働く者のモチベーション維持の観点からも実績確保を最低限とする。

要求項目

連合要求を社会値と位置づけ、すべての労働者の処遇の改善と働き方の見直しを柱とする。

○「賃金カーブ維持相当分（構成組
織が設定する場合）」「賃上げ分」

○雇用形態間格差の是正
・企業内最低賃金協定の締結
・昇給ルールの導入

○規模間格差の是正
　（中小賃上げ要求）

2021春季生活闘争　構成組織取り組み方針（案）の概要

（３）賃上げ要求

（１）基本的な考え方

構 成 組 織 名

○個別銘柄（年齢ポイント）ごとの「最
低到達水準」「到達目標水準」

（２）基盤整備

・賃金水準闘争を強化していくための体
制整備

・サプライチェーン全体で生み出した付加
価値の適正分配/取引の適正化

■男女間賃金格差の是正
・「見える化」と問題点の改善
・生活関連手当関連

方 針 決 定 日

■初任給等の取り組み
・社会水準の確保
・年齢別最低賃金の協定締結

■一時金
・一時金の要求基準等
・有期・短時間・契約等労働者への対応

要 求 提 出 日

回 答 指 定 日

■月例賃金



委託元企業の長時間労働是正をはじめとした取り組みが、グループ内受託企業や協力会社等への「しわ寄
せ」とならないよう、グループ全体で業務量と業務内容を見直し、総実労働時間の削減をはかっていく。

昨年に続き、職場における雇用形態間の不合理な労働条件の点検・改善に取り組む。

まず65歳定年延長の実現に向けた労使協議から始める。

就業規則の見直しや個人へのパソコン配備など環境整備を求めていく。さらに評価基準の在り方、通信費用
など財政的な問題について詰めていく。

企業年金制度の未導入組織においては退職給付制度を求めていく。

連合のガイドラインを活用して、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）、ハラスメントや差別について学習することから始
める。ジェンダーバイアス（無意識を含む性差別的な偏見）や固定的性別役割分担意識を払拭して環境の改
善を進めていく。

■長時間労働の是正

■すべての労働者の雇用安定に向けた
取り組み

■テレワーク導入に向けた労働組合の取
り組み

■その他
・人材育成と教育訓練の充実
・中小企業・非正規労働者等の退職給付
制度の整備　　など

（６）その他　●上記に分類されない重要な取り組みがあれば記入

■職場における均等待遇実現に向けた
取り組み

・改正女性活躍推進法および男女雇用機
会均等法
・ハラスメント対策と差別禁止
・育児や介護と仕事の両立
・次世代育成支援対策推進法

■60 歳以降の高齢期における雇用と処
遇に関する取り組み

（５）ジェンダー平等・多様性の推進

（４）「すべての労働者の立場にたった働き方」の見直し


